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規 則

　川崎市学校給食センター条例の一部の施行期日を定め

る規則をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第59号

　　　川崎市学校給食センター条例の一部の施行

　　　期日を定める規則

　川崎市学校給食センター条例（平成29年川崎市条例第

22号）（第２条の表中川崎市中部学校給食センターの項

及び川崎市北部学校給食センターの項を除く。）の施行

期日は、平成29年８月29日とする。

　　　───────────────────

　川崎市庁用自動車管理規則等の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第60号

　　　川崎市庁用自動車管理規則等の一部を改正

　　　する規則

　　　（川崎市庁用自動車管理規則の一部改正）

第 １条　川崎市庁用自動車管理規則（平成15年川崎市規

則第20号）の一部を次のように改正する。

　 　第４条第２項中「長（」の次に「教育委員会事務局

（学校その他の教育機関のうち教育委員会が所管する

ものを含む。以下同じ。）にあっては、教育次長。」を

加える。

　　別表教育委員会事務局の項を次のように改める。
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教

育

委

員

会

事

務

局

総務部庶務課 課長 教育委員会（学校給食セ

ンター、宮前図書館、総

合教育センター、日本民

家園及び青少年科学館を

除く。）の所管に属する

庁用自動車

学校給食センター 所長 学校給食センターの所管

に属する庁用自動車

宮前図書館 館長 宮前図書館の所管に属す

る庁用自動車

総合教育センター総務室 室長 総合教育センターの所管

に属する庁用自動車

日本民家園 園長 日本民家園の所管に属す

る庁用自動車

青少年科学館 館長 青少年科学館の所管に属

する庁用自動車

（川崎市金銭会計規則の一部改正）

第 ２条　川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１教育委員会事務局の項中

「

総合教育センター 総務室長

　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

総合教育センター 総務室長

学校給食センター 所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

（川崎市物品会計規則の一部改正）

第 ３条　川崎市物品会計規則（昭和39年川崎市規則第32

号）の一部を次のように改正する。

　別表第２教育委員会の項中

「

総合教育センター 総務室長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

総合教育センター 総務室長

学校給食センター 所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別表第３教育委員会の項中

「

総合教育センター

　　　　　　　　　　　」

を

「

総合教育センター

学校給食センター

　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

　この規則は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市契約規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

　　平成29年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第61号

　　　川崎市契約規則の一部を改正する規則

　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）の一部

を次のように改正する。

　第３号様式及び第５号様式を次のように改める。
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第３号様式

契約番号 

  
 
 

入 札（見 積）書 
 
 

年  月  日   
 
 
 

（宛先） 川崎市長 
 
 
 
 

住 所 

 
 

商 号 又 は 名 称 

 
 

代  表  者  名 
 
 
 

代 理 人 名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 
 
 
 
                   印 
 

 
 
 

次の金額で請負（供給）したいので川崎市契約規則を堅く守り入札（見積り） 
 

します。 
 
 

    十億     百万     千     円 

 
 
 

（件  名                                 ） 
 
 
 

（履行場所                                   ） 
 
 
 
 
 

注 １ 本書は、入札（見積り）件名を記載した封筒に封入してください。 

２ 金額は、１つの枠に１字ずつアラビア数字で記入し、頭初に￥を記入してください。 

訂正したものは無効とします。 

３ 代理人が入札をする場合は、代表者及び代理人の記名押印が必要です。 
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第５号様式

 
 

 
指  名  通  知  書 

 
年   月   日 

 様 
川 崎 市 長 

次の入札に参加を指名します。 
                              契約番号  

 
１ 件 名  
２ 業 種 ・ 種 目  
３ 内 訳  
４ 履 行 場 所  
５ 履 行 期 限  
６ 仕様書等配布日時・場所  日時： 

場所：  
７ 入 札 保 証 金  
８ 最 低 制 限 価 格  
９ 入 札 日 時 ・ 場 所  日時：  月  日  時  分 

場所：  
10 契 約 保 証 金  
11 前 払 金  
12 解体工事に要する費用等  
13 契 約 書 の 作 成  
14 そ の 他 の 事 項  
15 仕様書等問い合わせ先  
               
               
               
16 通 信 欄   
 
 

 
 
 

（契約担当課：                   ） 
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附　則

（施行期日）

１ 　この規則は、平成29年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票（第３号様

式に限る。）で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用す

ることができる。

　　　───────────────────

　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦

川崎市規則第62号

　　　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正

　　　する規則

　川崎市営住宅条例施行規則（昭和37年川崎市規則第57

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１久末の項中「333」を「285」に改める。

附　則

　この規則は、平成29年９月14日から施行する。

告 示

川崎市告示第451号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年８月16日から平成29年８月30日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
中 幸 町

第10号線

川崎市幸区中幸町３丁目

４番５先
2.18 31.79

川崎市幸区中幸町３丁目

４番５先

新
中 幸 町

第10号線

川崎市幸区中幸町３丁目

４番１先
3.06

～

3.09

31.79
川崎市幸区中幸町３丁目

４番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第452号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年８月16日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年８月16日から平成29年８月30日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

中 幸 町

第 1 0 号 線

川崎市幸区中幸町３丁目４番１先

川崎市幸区中幸町３丁目４番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第453号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

　　　───────────────────

川崎市告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４
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項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の休止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の休止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の

規定により指定医療機関の辞退による廃止並びに中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている医療支援給付の指定医療機

関の辞退による廃止を行いましたので、同法第55条の３

第３号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第462号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所
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　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第463号

　川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則（昭和48年

川崎市規則第32号）第６条第１項の規定により、医療証

の更新をするため、次のとおり告示します。

　　平成29年８月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　更新日

　　平成29年10月１日

２ 　更新期間

　　平成29年９月１日から平成29年９月30日まで

３ 　更新方法

　 　医療証の更新は、平成29年９月５日から平成29年９

月30日までの間に郵送での交付により行います。

４ 　医療証の効力

　 　現医療証は平成29年９月30日限りで無効とし、新医

療証は平成29年10月１日から平成30年９月30日まで有

効とします。ただし、平成30年９月30日までの間に精

神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来する場合は、

その有効期限の日まで有効とします。

　　　───────────────────

川崎市告示第464号

　平成29年第３回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　　時　平成29年９月１日（金曜日）午前10時

２ 　場　　所　川崎市役所内市議会議場

川崎市告示第465号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年８月25日から平成29年９月８日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
上 麻 生

第305号線

川崎市麻生区下麻生

３丁目2468番７先
3.80

～

6.97

56.92
川崎市麻生区上麻生

７丁目120番３先

新
上 麻 生

第305号線

川崎市麻生区下麻生

３丁目2486番５先
7.50 56.92

隅切り

を含む川崎市麻生区上麻生

７丁目126番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第466号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成29年８月25日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年８月25日から平成29年９月８日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

上 麻 生

第305号線

川崎市麻生区下麻生３丁目2486番５先
隅切り

を含む
川崎市麻生区上麻生７丁目126番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第467号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　平成29年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　 中原区等々力764番、765番、773番、774番、775番、
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975番３、3148番、3166番２、3202番、3226番、3230番、

3226番地先（無地番地）の一部

　　（別図のとおり）

２ 　 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害

物質の名称

　　 六価クロム化合物、砒素及びその化合物、セレン及

びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及び

その化合物

３ 　 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害

物質の名称

　　鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

指定する区域

別図　指定する区域
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川崎市告示第468号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成29年８月29日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第469号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　平成29年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　　長 １件

　　イ 　教育委員会 １件

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　　長 17件

　　イ 　教育委員会 １件

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第470号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表のと

おり予防接種個別協力医療機関医師に関する事項の変更

が承諾されましたので、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき告示します。

　　平成29年　８月30日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

変更前 北村　善市
北村医院

川崎市中原区木月

２－14－６
変更後 北村　修一

変更前
木村美根雄

中島中央病院
川崎市川崎区中島

３－９－９
変更後 なかじまクリニック

変更前

鈴鹿　隆久

鈴鹿小児科医院
川崎市宮前区土橋

１－24－18

変更後
すずか小児科・

皮ふ科クリニック

川崎市宮前区土橋

１－21－11

ビル・ベルディア

２Ｆ

変更前
山本　剛

竹中医院
川崎市宮前区菅生

５－５－21
変更後 宮前白百合クリニック

　　　───────────────────

川崎市告示第471号

　平成29年７月31日川崎市告示第434号を次のとおり訂

正します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

誤

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑶ 　変更する部分

　　　 川崎市川崎区　浅田４丁目、浅田２丁目、浅田１

丁目、小田７丁目、鋼管通４丁目、浜町２丁目、

浜町４丁目、桜本１丁目、桜本２丁目、池上町、

池上新町３丁目、四谷上町、昭和２丁目、出来野、

大師河原２丁目、大師河原１丁目及び大師河原字

上殿町耕地地先

正

２ 　都市計画を定める土地の区域
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　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市川崎区大師河原字上殿町耕地地先

　　　───────────────────

川崎市告示第472号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　平成29年8月31日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　 川崎区塩浜４丁目４番４並びに４番５及び４番13の

一部（別図のとおり）

２ 　 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害

物質の名称

　　シアン化合物

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

別図　指定する区域

指定する区域
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川崎市告示第473号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成29年８月31日から平成29年９月14日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成29年８月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅 生

第148号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1916番１先
1.82

～

2.42

89.51
川崎市宮前区菅生

１丁目1903番55先

新
菅 生

第148号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1916番１先
1.82

～

2.42

85.50
川崎市宮前区菅生

１丁目1900番１先

公 告

川崎市公告第458号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　平成29年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　借賃の支払猶予

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が

災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期

限までに借賃の支払をすることができない場合に

は、相当と認められる期日までにその支払を猶予す

る。

　⑵ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農

地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の

額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない

収益となったときは、民法第609条（明治29年法律

第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に

対し借賃の減額を請求することができる。減額され

るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、

その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認

定した額とする。

　⑶ 　解約に当たっての相手方の同意

　　 　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続

期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。

　⑷ 　転貸又は譲渡

　　 　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な

ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな

らない。

　⑸ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお

いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他

甲において修繕することができない場合で甲の同

意があったときは、乙が修繕することができる。

この場合において乙が修繕の費用を支出したとき

は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと

ができる。ただし、その改良が軽微である場合に

は甲の同意を要しない。

　⑹ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負

担する。

　　ウ 　目的物に係る土地改良区の賦課金については、

甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

　⑺ 　目的物の返還

　　ア 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ

の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の

不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又

は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更

については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ 　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に

ついては、その返還時に増価額が現存している場

合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は

増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に

基づく土地改良事業により支出した有益費につい

ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ 　イにより有益費の償還請求があった場合におい

て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ

ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認

定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ 　乙は、イによる場合その他法令による権利の行

使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目

のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな

い。

　⑻ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員

会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら

れる場合は、この限りでない。

　⑼ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに

従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな

らない。

　⑽ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農

用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

２－２ 　特記事項

　⑴ 　解除条件

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事（平成12年６月１日付け農林水産事

務次官通知（12構改Ｂ第404号）、農地法関係事務に

係る処理基準第３の５の⑵に規定する年間150日以

上）と認められない者になった場合に、農用地を適

正に利用していないと認められるときは賃貸借又は

使用貸借を解除する。

　　 　上記により解除するときは、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想（平成26年９月、川崎

市）第５－３－⑶農用地利用集積計画の取消し等に
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よるものとする。

　⑵ 　農用地の利用状況についての報告義務

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事と認められない者になった場合に、

農業経営基盤強化促進法第18条第２項第７号及び同

法施行規則第16条の２に規定する農用地の利用状況

についての報告を市長にしなければならない。

　　　───────────────────

川崎市公告第459号

　　　（仮称）東扇島物流施設計画に係る条例

　　　見解書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第22条第１項の規定に基づく標記条例見解書

の提出がありましたので、同条例第22条第２項の規定に

基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施

行規則（平成12年川崎市規則第106号）第19条に定める

事項について次のとおり公告します。

　　平成29年８月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　条例見解書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都中央区日本橋一丁目４番１号

　　名　称：ＲＷ東扇島特定目的会社

　　代表者：取締役　須貝　信

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名　称

　　（仮称）東扇島物流施設計画

　⑵ 　種　類

　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市川崎区東扇島21番地、23番地１号

４ 　条例見解書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　　　１ 　指定開発行為者

　　　　２ 　指定開発行為の名称及び種類

　　　　３ 　指定開発行為を実施する区域

　　　　４ 　指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及

び内容

　　第２章　環境影響評価の経過

　　　　１ 　条例準備書の縦覧期間及び縦覧場所

　　　　２ 　説明会開催日時、場所、参加人数及び周知

方法

　　　　３ 　意見書の提出数

　第３章 　条例準備書に対する市民意見等の概要と指定

開発行為者の見解

　　　　１ 　指定開発行為の概要について

　第４章　関係地域の範囲

５ 　条例見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　場所

　　 　川崎区役所、川崎区役所大師支所及び環境局環境

評価室（市役所第３庁舎15階）

　⑵ 　期間

　　　平成29年８月17日（木）から

　　　平成29年８月31日（木）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日は除く

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第460号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年８月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区下野毛二丁目963番１

 ほか９筆（第２工区）

 377平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市中区尾上町四丁目47番地

　　リストデベロップメント株式会社

　　代表取締役　三浦　惠一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：11戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年２月22日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第183号

　　　───────────────────

川崎市公告第461号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎国際生田緑地ゴルフ場滝沢池護岸改修設計業務委託

履行場所 川崎市宮前区初山１丁目地内

履行期限 平成30年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「土質及び

基礎部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士［建設部門］（土質及び基礎）、技術士［総合技術監理部門］

（建設－土質及び基礎）、又はＲＣＣＭ［土質及び基礎］のいずれかの資格を有すること。

　　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月14日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 黒川海道特別緑地保全地区施設整備設計業務委託

履行場所 川崎市麻生区黒川地内

履行期限 平成30年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「造園部門」

で登録されている者。

⑷ 　主任技術者及び照査技術者は、技術士［建設部門］（都市及び地方計画）、技術士［総合技術監

理部門］（建設－都市及び地方計画）、又はＲＣＣＭ［造園］のいずれかの資格を有すること。

　　なお、主任技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月14日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第462号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年８月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区菅一丁目2856番１

 ほか６筆の一部　　

 844平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　多摩区菅稲田堤一丁目２番16

　　樋山　キミ

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：25戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年６月16日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第31号

　　　───────────────────

川崎市公告第463号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年８月18日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区菅生五丁目1281番１

 743平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区菅生５丁目３番33号

　　杉田　シゲ

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年５月17日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第14号

　　平成29年７月18日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第48号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第464号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年８月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称　　井田重度障害者等生活施設

　⑵ 　所在地　　川崎市中原区井田３丁目16番１号

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　管理の基準は、川崎市心身障害者総合リハビリテー

ションセンター条例及びこれに基づく規則の規定に従

います。業務の範囲は、次のとおりです。

　⑴ 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（以下「障害者総合支援法」という。）

第５条第10項に規定する施設入所支援に関すること。

　⑵ 　障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介

護に関すること。

　⑶ 　障害者総合支援法第５条第12項に規定する自立訓

練に関すること。

　⑷ 　障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入

所に関すること。

　⑸ 　体験宿泊支援に関すること。

　⑹ 　施設の維持管理に関すること。

　⑺ 　その他施設の設置目的を達成するために必要な業

務。

３ 　指定予定期間

　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

４ 　応募方法

　⑴ 　提出書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　指定予定期間に属する各年度の事業計画書及び

収支予算書

　　ウ 　定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　　エ 　平成28年度における財産目録、貸借対照表及び

損益計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属

する事業年度に設立された法人にあっては、その

設立時における財産目録とします。

　　オ 　平成28年度における事業実績報告書及び平成29

年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

　　カ　役員の名簿及び履歴書

　　キ　組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　ク　現に行っている業務の概要を記載した書類

　　ケ 　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類

　⑵ 　仕様書等の配布期間

　　 　平成29年８月21日（月）から平成29年９月27日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　応募の受付期間

　　 　平成29年９月21日（木）から平成29年９月27日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　仕様書等の配布及び応募受付場所

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階
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　　　電話　044－200－2654

　⑸ 　提出方法

　　　持参（郵送による提出はできません。）

　⑹ 　問い合わせ先

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　電　話　044－200－2654

　　　ＦＡＸ　044－200－3932

　　　E-mail　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第465号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年８月21日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称

名称 構成施設

川崎市北部リハビリテー

ションセンター

ア 　百合丘障害者センター

イ 　百合丘日中活動センター

ウ 　百合丘地域生活支援センター

　⑵ 　所在地　川崎市麻生区百合丘２丁目８番地２

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　管理の基準は、川崎市心身障害者総合リハビリテー

ションセンター条例及びこれに基づく規則の規定に従

います。業務の範囲は、次のとおりです。

　⑴ 　百合丘障害者センター

　　ア 　障害者及びその介護者に対する専門的な相談に

関する業務

　　イ 　障害者に対する医学的、心理学的、社会学的及

び職能的な診断、治療、訓練、検査及び評価に関

する業務

　　ウ 　障害者及びその介護者に対する介護方法の指

導、健康指導その他の便宜の供与に関する業務

　　エ 　障害者に係る福祉用具の普及の促進に関する業

務

　　オ 　その他設置目的を達成するために必要な業務

　⑵ 　百合丘日中活動センター

　　ア 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（以下「障害者総合支援法」とい

う。）に規定する生活介護の業務

　　イ 　障害者総合支援法に規定する自立訓練の業務

　　ウ 　障害者総合支援法に就労移行支援の業務

　　エ 　障害者総合支援法に規定する就労継続支援の業

務

　　オ 　建物全体の光熱水費の支払い及び建物の維持管

理等に必要な業務

　　カ　その他設置目的を達成するために必要な業務

　⑶ 　百合丘地域生活支援センター

　　ア 　障害者総合支援法に規定する特定相談支援の業

務

　　イ 　障害者総合支援法に規定する地域活動支援セン

ターの業務

　　ウ 　精神障害者ピアサポーター養成・支援の業務

　　エ 　市民相互の交流を促進するために施設を利用に

供する業務

　　オ 　その他設置目的を達成するために必要な業務

３ 　指定予定期間

　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

４ 　応募方法

　⑴ 　提出書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　指定予定期間に属する各年度の事業計画書及び

収支予算書

　　ウ 　定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　　エ 　平成28年度における財産目録、貸借対照表及び

損益計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属

する事業年度に設立された法人にあっては、その

設立時における財産目録とします。

　　オ 　平成28年度における事業実績報告書及び平成29

年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

　　カ　役員の名簿及び履歴書

　　キ　組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　ク　現に行っている業務の概要を記載した書類

　　ケ 　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類

　⑵ 　仕様書等の配布期間

　　 　平成29年８月21日（月）から平成29年９月27日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　応募の受付期間

　　 　平成29年９月21日（木）から平成29年９月27日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　仕様書等の配布及び応募受付場所

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電話　044－200－2654

　⑸ 　提出方法

　　　持参（郵送による提出はできません。）

　⑹ 　問い合わせ先

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　電　話　044－200－2654

　　　ＦＡＸ　044－200－3932

　　　E-mail　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────



（第1,730号）平成29年(2017年)９月11日 川 崎 市 公 報

－2566－

川崎市公告第466号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年８月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称　　社会復帰訓練所

　⑵ 　所在地　　川崎市高津区末長１丁目３番８号

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター

条例及びこれらに基づく施行規則の規定に従い、指定

管理者が行う業務は次のとおりです。

　⑴ 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（以下、「障害者総合支援法」という。）

第５条第13項に規定する就労移行支援事業に関する

こと。

　⑵ 　障害者総合支援法第５条第14項に規定する就労継

続支援事業のうち、同法施行規則第６条の第10項第

２号に規定された就労継続支援Ｂ型事業に関するこ

と。

　⑶ 　その他の当該施設の管理のために必要な業務

３ 　指定予定期間

　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

４ 　応募方法

　⑴ 　提出書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　指定予定期間に属する各年度の事業計画書及び

収支予算書

　　ウ 　定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　　エ 　平成28年度における財産目録、貸借対照表及び

損益計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属

する事業年度に設立された法人にあっては、その

設立時における財産目録とします。

　　オ 　平成28年度における事業実績報告書及び平成29

年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

　　カ　役員の名簿及び履歴書

　　キ　組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　ク　現に行っている業務の概要を記載した書類

　　ケ 　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類

　⑵ 　仕様書等の配布期間

　　 　平成29年８月21日（月）から平成29年９月27日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　応募の受付期間

　　 　平成29年９月21日（木）から平成29年９月27日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除き、午前８

時30分から正午、午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　仕様書等の配布及び応募受付場所

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電話　044－200－2654

　⑸ 　提出方法

　　　持参（郵送による提出はできません。）

　⑹ 　問い合わせ先

　　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

　　　電　話　044－200－2654

　　　ＦＡＸ　044－200－3932

　　　E-mail　40syokei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第467号

　次の表の左欄に記載する者に対する当該右欄の土地に

かかる静岡都市計画事業東静岡駅周辺土地区画整理事業

施行者静岡市が発した土地区画整理法（昭和29年法律第

119号）第103条第１項の規定による換地処分通知は、送

付したが受領を拒まれたので、同法第133条第１項及び

同条第２項において準用する同法第77条第５項の規定に

より、書類の送付に代えて、その内容が下記掲示場所に

掲示されている。

　　平成29年８月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　書類の送付を受けるべき者及び土地の表示

　　（表省略）

２ 　掲示場所

　　静岡市葵区長沼837地内に存する掲示板

　　　───────────────────

川崎市公告第468号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内水路整備工事

履行場所 川崎市多摩区堰１丁目22番地先

履行期限 契約の日から110日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月４日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島－7.5ｍ岸壁ほか補修その３工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先ほか

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されている者。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専

任を要しません。

⑼ 　「海上及び海中での被覆防食及び、陽極設置による電気防食による防食工事」の完工実績（元

請に限る。）を平成14年４月１日以降に有すること。

　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月14日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路補修（緊急その２）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　川崎市麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加申

込締切日の前日までに行ってください。

　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参加

資格が無いものとして入札が無効となります。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月４日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道向ヶ丘２号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区けやき平１番地先他１箇所

履行期限 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099



川 崎 市 公 報 （第1,730号）平成29年(2017年)９月11日

－2569－

入札日時等 平成29年９月４日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第469号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 消防訓練センター主訓練塔改築衛生設備工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目10番２号

履行期限 契約の日から平成30年９月14日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月20日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 消防訓練センター主訓練塔改築電気設備工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目10番２号

履行期限 契約の日から平成30年９月14日まで

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成　29年９月22日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 動物愛護センター新築電気その他設備工事

履行場所 川崎市中原区上平間1700番８の一部

履行期限 契約の日から平成30年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年10月２日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第470号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市宮前区野川2807番地

和田　義行

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区野川字西耕地2824番１の

一部外

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

24.32メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建管指導

第212号

指　定

年月日

平成29年

８月23日

　　　───────────────────

川崎市公告第471号

　川崎都市計画地区計画を変更したいので、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画地区計画の変更

　　（登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎地下１階）

４ 　縦覧期間

　 　平成29年８月23日（水）から平成29年９月６日（水）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第472号

　川崎都市計画用途地域を変更したいので、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画用途地域の変更

　　（登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎地下１階）

４ 　縦覧期間

　 　平成29年８月23日（水）から平成29年９月６日（水）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第473号

　川崎都市計画高度地区を変更したいので、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　平成29年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画高度地区の変更

　　（登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域
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　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎地下１階）

４ 　縦覧期間

　 　平成29年８月23日（水）から平成29年９月６日（水）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第474号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第475号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成29年度川崎市災害時要援護者避難支援制度に

関する登録勧奨及び調査等業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　平成30年３月31日

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑷ 　委託概要

　　ア 　災害時に自力で避難することが困難であり支援

を必要とすると考えられる方々を対象とした川崎

市災害時要援護者避難支援制度（以下、制度）の

周知と登録を促すダイレクトメールを発送し、返

信されてくる登録申込書を回収する。

　　イ 　返信された登録申込書の内容を集計するととも

に、市が提供する対象者リストと照合し、その内

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 一般Ｘ線撮影装置システム

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 平成30年２月28日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「医療機器」に登載さ

れていること。

⑷ 　川崎市内に本社を有すること。

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　平成19年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 平成29年10月３日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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容をまとめた台帳を作成する。

　　ウ 　登録希望をした方に戸別訪問し、実態調査票を

もとに対面にて聞き取り調査を行う。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度の川崎市業務委託有資格業者名簿

に業種「調査・測定」・種目「その他の調査・測定」

に登録されていること。

　⑷ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において類似委

託業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有

すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布と提出及び仕様書の配布

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり競争入

札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局地域福祉部地域福祉課

　　　電話044－200－2628（直通）

　　 　競争入札参加申込書の様式は上記の場所以外で

も、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成29年８月25日（金）から平成29年９月１日

（金）まで（土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委託契約実績の内容を確認できる契約書・仕様

書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　⑴の提出先に直接提出すること

　⑸ 　仕様書の配布

　　 　競争入札参加申込書を提出した者に対し、⑴の場

所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、次のとおり一般競争入札参加資

格通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを記

載している場合は、自動的に電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３の⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成29年９月１日（金）

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書の様式を用いて指定の

電子メールアドレスに提出してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布し

ます。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc./index.

htm）の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。）

　⑶ 　受付期間

　　 　平成29年８月25日（金）午前９時から平成29年９

月７日（木）16時まで

　⑷ 　回答方法

　　 　平成29年９月８日（金）に、競争入札参加資格確

認通知書を交付したすべての者に対し、電子メール

で回答します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札の提出方法は、持参のみとします。

　　ウ 　入札書に記載する金額には、法定所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　⑵ 　入札及び落札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成29年９月15日（金）　11時

　　イ 　場所　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三

井ビル12階　地域福祉課会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報」の契約関係

規定において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりです。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第476号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川環境整備測量委託

履行場所 川崎市中原区木月住吉町15番地先

履行期限 110日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月21日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その27）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 平成30年１月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月21日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃その２）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期限 平成30年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月21日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・　契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

・ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委

託契約（公契約）に該当します。

　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていた

だくことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場

合によっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分にご注意ください。

　 　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及

び「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第477号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 王禅寺処理センター減速機点検整備

業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　契約日から平成29年12月28日まで

　⑷ 　業務概要　 　王禅寺処理センターに設置されてい

る減速機の機能を正常に維持するため

に必要な点検整備業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

減速機点検整備業務の契約実績を有すること。ただ

し、民間実績については、同等の契約実績を有する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷の書類を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　〒215－0013

　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　川崎市王禅寺処理センター

　　技術係　藤井、眞鍋、斎藤

　　電　話　044－966－6135

　　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　平成29年８月25日（金）から平成29年９月１日
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（金）９時から17時まで（12時から13時の間及び日

曜日は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を平成29年９月15日（金）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　平成29年９月15日（金）

　　　　　　　　　９時から17時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成29年９月15日（金）から平成29年９月20日

（水）９時から17時まで（12時から13時の間及び日

曜日は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成29年９月27日（水）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　平成29年９月29日（金）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参

　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とする。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を

落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を

行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　　 （http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得等の定めるところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第478号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　（仮称）地域ふれあいプラザ基本構想（案）策定

業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所健康福祉局高齢者在宅サービス課

　⑶ 　完了期限

　　　平成30年３月31日（土）限り

　⑷ 　業務概要

　　 　⑴の基本構想（案）について、地域ふれあいプラ

ザの基本的な考え方を踏まえつつ、本市の方向性を

まとめるためのコンサルティング業務とします。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成29・30年度業務委託有資格

業者名簿の業種「建設コンサルタント」種目「都市

計画及び地方計画部門」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で本市、他の官公庁において福祉関係

の基本計画策定その他これに類する業務の契約実績

があること。

　⑸ 　技術士法第２条第１項に規定する技術士の内、総

合技術監理部門　建設－都市及び地方計画、又は、

建設部門－都市及び地方計画の資格を持ち、技術士

法に基づく登録を行っている者を配置できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び上記２⑷～⑸を証する

書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　申請書等の配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

　　　伊藤

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年８月25日（金）から平成29年８月29日

（火）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、仕様書等の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書、仕様書等を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、電子メールで配信されま

す。なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　日時（予定）

　　　平成29年８月30日（水）

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年８月30日（水）から平成29年９月１日

（金）の午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問受付方法

　　　３⑴の電子メールにお送りください。

　⑷ 　回答日時・方法

　　　平成29年９月４日（月）

　　　全社に電子メールで回答します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、（仮称）地域ふれあいプラザ基本構想

（案）策定業務にかかる費用の合計金額で行いま

す。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成29年９月７日（木）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします（持参以外は無効とします）。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも

って入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金
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　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口３⑴に同じ

　⑷ 　その他関係書類については、川崎市のホームペー

ジの「入札情報」（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp/epc/index.htm）において、本件の公表情報詳細

のページからもダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第479号

　　　入　札　公　告

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　海底トンネル監視テレビ及び非常電話設備保守点

検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成30年３月23日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　海底トンネル内に設置されている監視カメラ及び

非常電話設備について、中央監視室のモニタ設備等

を正常かつ良好に維持するため、保守点検を行う。

　　　（委託設備）

　　・ 監視盤、ＩＴＶ操作卓、非常電話受付台、

　　　電話交換機・・・一式

　　・ 監視カメラ設備・・・・車道部32台、人道部13台

　　・非常電話設備・・・・・28台

　　 　詳細については、「海底トンネル監視テレビ及び

非常電話設備保守点検業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷ 　トンネル内に設置されている本件対象となる設備

の保守点検業務実績（元請に限る。）を平成14年４

月１日以降に有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年８月25日（金）から平成29年９月１日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　トンネル内に設置されている本件対象となる設

備の保守点検業務実績（元請に限る。）を平成14

年４月１日以降に有することを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成29年８月25

日（金）から平成29年９月１日（金）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時
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　　　 　平成29年９月６日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成29・30年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、平成29

年９月６日（水）までに入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年９月６日（水）午前９時から平成29年９

月11日（月）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年９月15日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成29年９月22日（金）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、その者の入

札価格が著しく低価格であるときは、落札を保留と

し、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第480号

　　　入　札　公　告

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　港湾保安システム保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　保安対策モニター監視室及び各制限区域等

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成30年３月23日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　港湾保安システム設備の機能を正常且つ良好に維

持するため、年２回（秋季に普通点検、年度末に精

密点検）の調整及び保守点検業務を行うものです。

　　　監視機器　　　制御装置、表示装置、記録装置、
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　　　　　　　　　　カメラ、伝送装置

　　　電源関係　　　ＵＰＳ、盤類

　　　センサー類　　赤外線、振動

　　　放送設備等

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備」で登

録されている者。

　⑷ 　平成17年４月１日以降に港湾保安システム設備の

保守点検業務についての受託実績を有すること。

　⑸ 　本委託の入札用設計図書（「設計書・図面・仕様

書等」をいう。）の貸与に関する情報等の取扱に係

る「誓約書」を提出し、当該「誓約書」の内容を遵

守できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年８月25日（金）から平成29年９月１日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証する書類

　　ウ 　上記２⑸の誓約書

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成29年８月25

日（金）から平成29年９月１日（金）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札用設計

図書の貸与

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　平成29年９月６日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　　　 　ただし、平成29・30年度川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを

登録している場合は、平成29年９月６日（水）ま

でに電子メールにより送付します。

　⑵ 　入札用設計図書の貸与

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、入札用

設計図書を貸与します。

　　ア 　貸与場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　貸与日時

　　　 　平成29年９月６日（水）午前９時から平成29年

９月８日（金）午後４時まで（正午から午後１時

の間は除きます。）

　　　 　手渡しとなります。電子メールでの送付は行い

ません。

　　　 　また、貸与した入札用設計図書は、入札手続き

終了後直ちに港湾局川崎港管理センター港湾管理

課まで返却してください。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年９月７日（木）午前９時から平成29年９

月８日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年９月12日（火）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し
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ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成29年９月14日（木）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めま

す。詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホー

ムページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条

例、川崎市契約条例規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第481号

　次の公園墓地管理手数料に係る納入通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第４項

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度
手数料

種別
期別

この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

29年度

公園墓地

管理手数料

平成29年

度分
なし 計　731件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第482号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月28日

 川崎市長　福　田紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内市道尻手黒川線歩道設置（改築その２）工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵２丁目18番地先

履行期限 契約の日から140日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月11日13時30分

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（緊急その２）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　川崎市川崎区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月11日13時30分

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内市道野川柿生線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区上作延62番地先

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月11日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 扇町緑地護岸改良工事

履行場所 川崎市川崎区扇町地先

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されている者。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

⑼ 　「海上での鋼管杭、鋼矢板または鋼管矢板の打設工事」の完工実績（元請に限る。）を平成14年

４月１日以降に有すること。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月11日13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第483号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区登戸字甲耕地101番

 ほか１筆　　　　　

 684平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市麻生区上麻生１丁目13番６号

　　有限会社　アノン　代表取締役　難波　達

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年６月７日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第27号

　　　───────────────────

川崎市公告第484号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件名

　　 　働き方・仕事の進め方改革に向けた職場の課題分

析・業務改善支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所、多摩区役所、その他

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成30年３月26日（月）まで

　⑷ 　募集手続

　　　詳細は提案公募要項によります。

２ 　提案公募要項、仕様書、各種様式の配布

　 　提案公募要項、仕様書、各種様式については、次の

ホームページからダウンロードしてください。

　　 http://www.city.kawasaki.jp/170/

page/0000090762.html

　　※ 同様のものを川崎市総務企画局行政改革マネジメ

ント推進室でお渡しすることも可能です。必要が

あればお越しください。

３ 　参加意向申出書の提出等

　⑴ 　参加意向申出書及び団体に関する確認書

　　 　プロポーザルに参加を希望される方は、参加意向

申出書（様式１）及び団体に関する確認書（様式２）

を提出してください。

　　 　参加意向申出書（様式１）及び団体に関する確認

書（様式２）については、次のホームページからダ

ウンロードしてください。

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/170/

page/0000090762.html

　　ア 　提出期間： 平成29年８月30日（水）から平成29

年９月５日（火）まで

　　イ 　提出場所： 川崎市総務企画局行政改革マネジメ

ント推進室

　　　　　　　　　住所　〒210－8577

　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　電話　044－200－2060

　　ウ 　提出方法：持参又は郵送

　⑵ 　参加資格確認結果通知書の交付

　　 　参加意向申出書を提出した事業者には、当該業務

委託の提案資格の有無について、参加資格確認結果

通知書を競争入札参加資格審査申請時に登録してい

る電子メールアドレスへ送付いたします。

４ 　参加資格を有した事業者の企画提案書等の提出

　　企画提案書等を次のとおり受け付けます。

　⑴ 　受付期間： 平成29年８月30日（水）から平成29年

９月５日（火）まで

　⑵ 　提出場所： 川崎市総務企画局行政改革マネジメン

ト推進室
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　　　　　　　　住所　〒210－8577

　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　電話　044－200－2060

　⑶ 　提出方法：持参又は郵送

５ 　問い合わせ・連絡先

　　担当　： 川崎市総務企画局行政改革マネジメント推

進室　坂本・井上

　　住所　：〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　電話　：044－200－2060

　　ＦＡＸ：044－200－0622

　　　───────────────────

川崎市公告第485号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市役所第３庁舎空気調和設備補修工事

履行場所 川崎市川崎区東田町５番地４

履行期限 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　 　ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月27日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力陸上競技場サイド・バックスタンド屋根塗装その他工事（第２期）

履行場所 川崎市中原区等々力１番

履行期限 契約の日から平成30年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する

者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加申込締切日の前日までに行ってください。なお、開

札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参加資格が無

いものとして入札が無効となります。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月27日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道路照明設置その５工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目８番地先他３箇所

履行期限 契約の日から155日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月13日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道路照明設置その６工事

履行場所 川崎市川崎区中島１丁目15番地先他３箇所

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月13日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎総合科学高等学校中央監視装置改修工事

履行場所 川崎市幸区小向仲野町５番１号

履行期限 契約の日から平成30年３月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案

件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しま

せん。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年10月６日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 動物愛護センター新築昇降機設備工事

履行場所 川崎市中原区上平間1700番８の一部

履行期限 契約の日から平成30年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　川崎市発注の昇降機設置工事の完工実績（元請に限る。）を平成14年４月１日以降に有すること。

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月27日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 北部身体障害者福祉会館昇降機設備改修工事

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目18番16号

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ている者。
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参 加 資 格

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　川崎市発注の昇降機設置工事の完工実績（元請に限る。）を平成14年４月１日以降に有すること。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月27日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 総合教育センター本館屋上防水改修その他工事

履行場所 川崎市高津区溝口６丁目９番３号

履行期限 契約の日から平成30年３月９日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「防水」種目「その他の防水」で登録さ

れている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　防水工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「防水」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月27日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港海底トンネル設備改修その38（換気所換気）工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

履行期限 契約の日から平成30年３月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の

額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、受

注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、

「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の請

負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号044－200－2100

入札日時等 平成29年９月13日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第486号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区宮崎五丁目10番19

 609平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都渋谷区南平台町５番６号

　　東京急行電鉄株式会社　代表取締役　野本　弘文

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：４戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年４月20日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第６号

　　平成29年６月26日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第38号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第487号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年８月31日

 川崎市長　福　田　紀彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　生田緑地（管理対象面積：約54.2ｈａ）（川崎市

多摩区枡形６丁目・７丁目、東生田２丁目・３丁

目・４丁目、東三田３丁目及び長尾２丁目並びに宮

前区初山１丁目）
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　　主な公園施設

　　・生田緑地東口ビジターセンター

　　・生田緑地西口サテライト

　　・生田緑地整備事務所

　　・ 生田緑地駐車場（東口駐車場・西口駐車場・大型

バス駐車場）

　　・枡形山展望台

　⑵ 　川崎市岡本太郎美術館（川崎市多摩区枡形７丁目

１番５号）

　　※ 　当該指定管理業務は、上記施設のほか、川崎市

教育委員会が所管する次の施設についても、横断

的に管理するものであることに留意してください。

　　・ 川崎市立日本民家園（川崎市多摩区枡形７丁目１

番１号）

　　・ 川崎市青少年科学館（川崎市多摩区枡形７丁目１

番２号）

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市都市公園条例、川崎市都市公園条例施行規

則、川崎市岡本太郎美術館条例及び川崎市岡本太郎美

術館条例施行規則に定めるもののほか、詳細について

は生田緑地並びに川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日

本民家園及び川崎市青少年科学館指定管理業務仕様書

に定めます。

３ 　指定予定期間

　　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

　　（５年間）

４ 　申請方法

　⑴ 　申請に必要な書類

　　ア 　指定申請書（様式１）

　　　※ 　グループによる申請の場合は、次の書類も提

出してください。

　　　（ア ）グループ（共同事業体・ＳＰＣ等）構成団

体届出書（様式２－１）

　　　（イ ）指定管理者指定グループ申請委任状（様式

２－２）

　　イ 　団体の概要（様式３）

　　　※ 　グループによる申請の場合は、下記書類を代

表団体のみならず各構成団体も提出してくださ

い。

　　　（ア ）定款又は寄付行為及び登記事項証明書（法

人以外の団体にあっては、これらに相当する

書類）

　　　（イ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）

の事業実績書及び収支計算書

　　　（ウ ）平成27年度及び平成28年度の事業計画書及

び収支計算書

　　　（エ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）

の財産目録、賃借対照表及び損益計算書、収

支計算書又は活動計算書

　　　（オ）役員名簿及び履歴書

　　　（カ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　　（キ）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　　（ク ）申請書提出時の常勤役員数、従業員数、非

常勤従業員数（パートタイマー、アルバイト）

等の人員表（法人以外の団体にあっては、こ

れらに相当する人員表）

　　　（ケ ）法人にあっては、過去２年間（平成26年度

及び平成27年度）の法人税、法人市民税、消

費税及び地方消費税等の納税証明書

　　　※ 　申請の日が属する事業年度に設立された法人

等にあっては不要。

　　ウ 　宣誓書（様式４－１）

　　エ 　指定管理者制度における暴力団排除に関する合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式４

－２）

　　　 　暴力団排除措置の対象者に該当するか否かにつ

いて、本市が神奈川県警に調査を依頼することを

同意する書面

　　オ 　コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

（様式５）

　　カ　事業計画書（様式６）

　　　 　指定予定期間中の施設の管理運営に係る事業提

案書

　　キ 　収支予算書、経費見積書及び利用料金収入見積

書（様式７）

　　ク　事業計画書の概要

　　※　 様式任意。Ａ３横で３枚以内（表面のみ）

　⑵ 　仕様書等の配布及び申請書類等の提出

　　ア 　配布期間

　　　 　平成29年８月31日（木）から市の管理するホー

ムページにて配布します。

　　イ 　現地説明会について

　　　 　原則、説明会は開催しませんが、希望する場合

は、川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

にご連絡ください。

　　ウ 　申請書類受付期間、提出場所、方法

　　　（ア）受付期間

　　　　　 　平成29年９月21日（木）から９月27日（水）

まで（土・日を除く５日間）

　　　　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午

から午後１時までは除く。）

　　　（イ）提出場所

　　　　　　川崎市多摩区枡形６－26－１

　　　　　　生田緑地整備事務所

　　　（ウ）提出方法

　　　　　　持参
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　　　　※ 　郵送、ファックス、電子メール等による受

付は行いません。

　⑶ 　問合せ先

　　　川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

　　　電話：044－934－8577

　　　電子メール：53ikuta@city.kawasaki.jp

　　　問合せは、電子メールでお願いします。

　　　───────────────────

川崎市公告第488号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成29年８月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区千年字北浦747番２

 ほか４筆の一部　　

 1,076平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市青葉区新石川二丁目４番12

　　さくら地所　株式会社

　　代表取締役　大須賀　幹雄

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅、共同住宅（既存）

 計画戸数：13戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年６月27日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第41号

　　　───────────────────

川崎市公告第489号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条

第１項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証申

請がありましたので、同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成29年８月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第490号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成29年８月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請のあった年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成29年８月21日 特定非営利活動法人

川中島総合型スポーツクラブ

内田　省治 川崎市川崎区宮前町

８番15号　

パールビル405

　この法人は、次世代を担う子どもた

ちから高齢者にいたるまでスポーツを

愛する地域の人たちに対して、スポー

ツ教室、スポーツ大会、スポーツや安

全に関する普及啓発などに関する事業

を行い、スポーツを通した青少年の健

全育成及び地域住民の健康の保持増進、

並びに安心して生活できるまちづくり

の実現に寄与することを目的とする。

また、川崎市内学校の施設運営管理に

関する事業を行い、当該学校に通う子

どもたちの健全育成を図ること、及び

地域の高齢者の雇用創出に寄与するこ

とも目的とする。

平成29年８月25日 特定非営利活動法人

現代用語検定協会

（現在の所轄庁は東京都）

片岡　輝 川崎市麻生区金程

２丁目３番13号　

坂野テラスＢ－２

　この法人は、日本の将来を担う学生、

生徒、児童はもとより成人に対して、世

界の人々と共生できる心豊かな人間性

の育成、未来を拓くための能力開発の育

成、国際社会に貢献しうる有為な人材

を育成する事業を行い、教育を通じて

国際社会に寄与することを目的とする。

申請のあった年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成29年８月30日 特定非営利活動法人　

はぴねす　ＣＲＡＦＴ

市川　茂夫 川崎市川崎区鋼管通

２丁目14番２号

　この法人は、障がい者に対して、日常

生活の自立支援、社会復帰に向けた就労

支援並びに身体能力に応じた地域交流促

進に関する事業を行い、福祉の増進及び

地域社会の発展に寄与する事を目的とす

る。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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平成29年８月25日 特定非営利活動法人

川崎市視覚障害者福祉協会

髙橋吉四郎 川崎市川崎区堤根

34番地15

川崎市視覚障害者情報

文化センター内

　この法人は、川崎市及び川崎市近隣

の視覚障害のある者に対して、社会連

帯の理念に基づき、視覚障害のある者

が社会を構成する一員として、自立し、

社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に参加するための各種の事業を

行い、もって視覚障害のある者の福祉

の増進に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第491号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　平成29年８月31日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第296号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 浮島処理センター新エネルギー等電気

相当量（第１四半期）の売却

　⑵ 　履行場所　川崎市環境局施設部処理計画課：

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　引渡期間　契約日から平成29年12月28日まで

　⑷ 　概　　要　 平成29年４月１日から平成29年６月30

日までに浮島処理センターで発生した

新エネルギー等電気相当量の売却

　　　　　　　　売却量　3,490,000ｋＷｈ

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他の物品販売」種目

「電気供給」に登載するための申請をしていること。

　⑷ 　電気事業法第27条の27第１項の規定に基づき、発

電事業の届出をしていること。又は、小売電気事業

の登録の申請等に関する省令（平成27年７月24日経

済産業省令第58号）に基づき、小売電気事業の登録

申請をしていること。

　⑸ 　「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法施行規則」附則第９条の経過

措置規定による「電気事業者による新エネルギー等

の利用に関する特別措置法施行規則」に基づく新エ

ネルギー等電気相当量の増量又は減量の記録を行う

ための電子口座を保有していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑸を証明出来る書類を提

出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　伊藤、小林

　　　電話　044－200－2587（直通）

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

申請のあった年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成29年８月24日 特定非営利活動法人　

ぐるーぷ麦

𠮷田　歌子 川崎市高津区二子２丁目

17番２号

　この法人は、主に若年認知症、初期

の認知症と介護者に対して、双方の適

正な対応、生活支援、相談などで具体

的に支援し、広く一般市民に対しては

認知症・予防の啓発活動などの事業を

行い、認知症の理解・抑制を図り、併

せて公共施設の管理運営を行うことで、

健全で豊かな地域社会の実現に寄与す

ることを目的とする。
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　　 　平成29年９月11日（月）から平成29年９月19日

（火）９時から17時まで（土、日曜日及び祝日並び

に12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　

　　　持参又は郵送。

　　 　ただし、郵送の場合は９月19日（火）17時までに

必着とし、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の発電事業者又は小売電気事業者であ

ることを証明可能な書類。登録が完了していない

場合は、手続きを進めていることの証明可能な書

類

　　イ 　上記２⑸の電子口座を保有していることを証明

可能な書類

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を平成29年９月26日（火）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成29年９月26日（火）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　平成29年９月26日（火）から平成29年９月28日

（木）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出すること。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　平成29年10月４日（水）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　平成29年10月11日（水）

　　　　　　　　　　　　10時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参又は郵送。ただし、郵送

については、10月10日（火）

必着とする。有効札の最高価

格が同額の場合は、後日くじ

引きを行い、落札者を決定す

るため、最高価格の入札を行

った者は出席すること。

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

以上で、最高の価格をもって

有効な入札を行った者を落札

者とします。入札においては

１ｋＷｈあたりの単価を入札

書（見積書）に記載すること。

　⑺ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

程」から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　　 （http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第297号

　　　入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　四谷小学校ほか２校防災備蓄倉庫基本調査業務委託
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　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区四谷下町４－１ 　ほか

　⑶ 　履行期限

　　　平成29年12月25日

　⑷ 　業務概要

　　 　四谷小学校ほか２校における防災備蓄倉庫（付属

品を含む。）設置に向けた基本調査を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出の締切日

において、平成29・30年度業務委託有資格業者名簿

の業種「調査・測定」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市内に本店又は受任地を有していること。

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑸ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間以内に官公庁において、仕様書記載の

類似契約を締結し、これらをすべて誠実に履行して

いること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書、２⑹の契約実績を証する

書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持参

により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室

　　　地域防災・要援護者支援強化担当

　　　電　話　044－200－3553（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972、

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年９月11日から９月18日までの午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

とします。ただし、閉庁日を除きます。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録し

ている場合は、自動的に電子メールで配信します。

　⑴ 　通知書交付日

　　　平成29年９月20日まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/））

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿に登録し

た際に電子メールアドレスを登録している場合は、

一般競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年９月11日から９月25日までの午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

とします。ただし、閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸによります。

　　　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044―200－3972

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年９月27日に、一般競争入札参加資格確認

通知書の交付を受けた者へ電子メール又は、ＦＡＸ

にて回答書を送付します。なお、この入札の参加資

格を満たしていない者からの質問に関しては回答し

ません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。
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７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成29年10月２日（月）

　　　　　　　　　午後２時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」－「契約関係規定」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/）で閲覧することがで

きます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴に同じで

す。

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページからダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」－「入札情

報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/））

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第298号

　一般競争入札について次の通り公告します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　　　 川崎競輪場メインスタンド３階整備基

本構想策定業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区富士見２－１－６

　　　　　　　　川崎競輪場

　⑶ 　履行期間　契約締結日から平成30年３月26日まで

　⑷ 　委託概要　 川崎競輪場メインスタンド３階の内装

改修工事の基本設計を行うための基本

構想の策定を行う。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「建築設計」種目「意

匠設計」かつ「構造設計」に登載されている者であ

ること。

　⑷ 　平成22年度以降で、公営競技場の設計業務の受託

をした実績のあること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配布及び提出

　　　〒210－0011　川崎市川崎区富士見２－１－６

　　　川崎市経済労働局公営事業部総務課

　　　メインスタンド２階　担当　木田

　　　電話　044－211－7082　ＦＡＸ　044－233－8262

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成29年９月11日（月）から平成29年９月19日

（火）まで（土・日及び休日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで）としま

す。
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　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。一般競争入札参加申込書及び入

札書は、インターネットからダウンロードすること

ができます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」

の委託の欄の「入札公表」の中にあります。）ダウ

ンロードができない場合には、上記３⑵の期間に、

３⑴の場所で配布します。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に入

札説明書を交付します。また、入札説明書は上記３⑵

の期間に、３⑴の場所で縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任

先メールアドレスに平成29年９月26日（火）までに送

付します。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成29年９月26日（火）の午後１時から午後

５時に、３⑴にて書類を交付します。

６ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成29年９月11日（月）から平成29年９月26日

（火）まで（土・日及び休日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）とします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成29年９月28日

（木）までに、参加全社あてにＦＡＸまたは電子メ

ールアドレスにて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することは

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。なお、入

札に際しては、「川崎市競争入札参加者心得」第３

条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の108分

の100に相当する金額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成29年10月３日（火）午後２時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　上記３⑴と同じ

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　平成29年10月２日（月）

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　　上記３⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　否

　⑶ 　契約書作成要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第299号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　平成29年度原子力防災活動資機材点検等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　総務企画局危機管理室ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成30年２月28日まで

　⑷ 　業務概要
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　　 　原子力防災活動用に各局で配備している放射線測

定器等の原子力防災活動資機材について、機器の維

持を目的とした定期的な詳細点検（メーカーによる

点検）を実施します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「医療関連業務」種目「医療機器維持管理」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で地方公共団体において類似の契約実

績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証

する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を

持参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　企画調整担当

　　　電　話　044－200－2794（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－200－3972、

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成29年９月11日（月）から９月15日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成29年９月

19日（火）の午前８時30分から正午までとします。

ただし平日の正午から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成29年９月21日（木）

　　　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成29年９月11日（月）から９月21日（木）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成29年９月

22日（金）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵質問受付期間」

の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成29年９月25日（月）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等
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　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成29年９月28日（木）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ

の「入札情報かわさき」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」

で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第300号

　　　入札公告

　Ｘセンサー（座圧分布測定装置）賃貸借契約に関する

一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争に付する事項

　⑴ 　件　　名　 福祉用具　Ｘセンサー（座圧分布測定

装置）の賃貸借契約について

　⑵ 　履行場所　 百合丘障害者センター（川崎市北部リ

ハビリテーションセンター２階）

　　　　　　　　川崎市麻生区百合丘２－８－２

　⑶ 　賃貸契約期間　 平成29年12月１日から平成34年３

月31日まで競争入札参加資格名簿

の登録

　⑷ 　業種　「リース」

　⑸ 　種目　「その他」

　⑹ 　調達物品の概要は、入札説明書によります。

　⑺ 　一般競争入札参加の申込期間平成29年９月11日か

ら平成29年９月15日まで受け付けます。最低制限価

格は設定しません。

　⑻ 　入札及び開札日時

　　　平成29年10月５日　午前10時00分から

２ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための問い合わせ先は、次のとおりです。

　　 　百合丘障害者センター（川崎市北部リハビリテー

ションセンター２階）　担当　小野寺・塚田

　　　川崎市麻生区百合丘２－８－２

　　　電話番号　044－281－6621

　　　ＦＡＸ　044－966－0282

　　　mail　40yurigc@city.kawasaki.jp

　⑵ 　川崎市契約規程（以下「契約規程」といいます。）

及び川崎市競争入札参加者心得（以下「参加者心得」

といいます。）ほかの契約関係規程並びに物品賃貸

借に関する仕様書は、インターネットにおいて、川

崎市公式ホームページ入札情報のページで閲覧する

ことができます。

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。諸手続き
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の時間については、当該期間の日の午前８時30分か

ら正午までと、午後１時から午後５時15分までに限

ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をす

べて満たさなければなりません。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申込書は、別紙の案

件に定められた期間に百合丘障害者センターに提

出しなければならない。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争入札参加資格のほか、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　　　ア ）川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）

第２条の規定に該当しないこと。

　　　イ ）川崎市「平成29・30年度製造の請負・物件の

供給等有資格者名簿」の業種「リース」に登載

されていること。

　　　ウ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中でないこと。

　　　　 　過去に本市またはその他の官公庁において類

似の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行

した実績を有し、かつこのリース物品について

確実に納入することができること。

　　　エ ）このリース物品の納入後アフターサービスを

本市の求めに応じ速やかに提供できること。

　　　オ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争入札参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　　カ ）競争入札参加資格があると認められた者に

は、競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　　キ ）競争入札参加資格があると認められた者が、

競争入札参加申込書及び本書に定めるその他の

提出書類について虚偽の記載をしたときは、本

件競争入札に参加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（入札情報かわ

さきのページで確認できます。）によりメール・Ｆ

ＡＸで受け付けます。また、提出された質問書は１

⑴問い合わせ先からメール・ＦＡＸ等にて回答いた

します。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、次の日時、場所で執行します。

　　　　日時　平成29年10月５日

　　　　場所　 百合丘障害者センター（川崎市北部リハ

ビリテーションセンター２階）

　　　　　　　川崎市麻生区百合丘２－８－２

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争入札

参加資格確認通知を受けた者又はその代理人とし

ます。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札方法は、リース総額（税抜）を入札金額と

して行い入札書に記載してください。なお、詳細

は入札説明書によります。

　　エ 　落札者の決定については、川崎市契約規程第14

条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った

入札者を落札者とします。ただし、著しく低価格

の場合は調査を行うことがあります。

　　オ 　入札に参加する資格がないものが行った入札及

び、川崎市競争入札参加者心得第７条に該当する

入札は、これを無効とします。

　⑺ 　契約の手続き等

　　ア 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　ア ）川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は

免除します。

　　　イ ）ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを

納入しなければなりません。

　　イ 　契約書作成の要否

　　　ア）契約書作成を必要とします。

　⑻ 　　その他

　　ア 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　　イ 　詳細は、入札説明書によります。

　　ウ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の

当該金額について減額又は削除があった場合は、

この契約を変更又は解除することができるものと

します。

　　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、そ

の損失の補償を川崎市に対して請求することがで

きるものとし、補償額は協議して定めるものとし

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第301号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　高規格救急自動車　　４台

２ 　契約に関する事務担当部局
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　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年７月28日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　神奈川トヨタ自動車　株式会社　直販部

　　部長　渡辺　浩

　　横浜市神奈川区栄町７番地１

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　70,856,676円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年６月12日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第302号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　消防ポンプ自動車　　１台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年７月31日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　小川ポンプ工業　株式会社　東京事務所

　　所長　二神　智

　　東京都千代田区三崎町二丁目13番１号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　30,510,309円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年６月12日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第303号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　平成30年度　中型ごみ車６㎥（強制圧縮式）の購入

　　５台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年８月９日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　株式会社　モリタエコノス　神奈川支店

　　支店長　高田　典尚

　　横浜市鶴見区大黒町９番６号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　76,555,445円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年６月26日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第304号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成29年９月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　 平成30年度　中型ごみ収集車６㎥（コンテナ傾倒装

置付）の購入　　６台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　平成29年８月９日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　神奈川特殊車輌　株式会社

　　代表取締役　森川　友生男

　　川崎市川崎区堀之内町13番16号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　96,954,534円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成29年６月26日
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税 公 告

川崎市税公告第148号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第149号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第150号

　市税過誤納金等還付（充当）通知書を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、地方税

法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税

条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第151号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第152号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第153号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第154号

　差押書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第

26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第155号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
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付します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第156号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の方に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　平成29年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第32号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成29年８月23日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定有効期間

　　平成29年９月１日から

　　平成34年７月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　1034

　　商号又は名称　有限会社赤神設備工業

　　営業所所在地　川崎市多摩区登戸1968番地１Ｆ

　　代表者氏名　　赤神　将太

　　指定番号　　　1035

　　商号又は名称　株式会社匠龍工業

　　営業所所在地　神奈川県藤沢市用田208番地の２

　　代表者氏名　　岡崎　祐樹

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第33号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第８条第１号の規定により告示

します。

　　平成29年８月31日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定番号　　　第1569号

　　氏名又は名称　小林設備工業

　　住　　　　所　 東京都東大和市南街２丁目34番地の３

　　代表者氏名　　小林　仁志

　　指定年月日　　平成29年８月30日

２ 　指定番号　　　第1570号

　　氏名又は名称　グリーンポンプサービス株式会社

　　住　　　　所　神奈川県大和市代官一丁目１番28号

　　代表者氏名　　堀　芳昭

　　指定年月日　　平成29年８月30日

３ 　指定番号　　　第1571号

　　氏名又は名称　ＳＬＳ株式会社

　　住　　　　所　大阪府吹田市南金田二丁目３番26号

　　代表者氏名　　明石　康裕

　　指定年月日　　平成29年８月30日

４ 　指定番号　　　第1572号

　　氏名又は名称　株式会社メディオテクノ

　　住　　　　所　東京都国立市泉一丁目１番３号

年　度 税　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日
件数・備考

平成28年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第４期分 平成29年９月12日 計１件

平成29年度

（平成27年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 平成29年９月12日 計１件

平成29年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 平成29年９月12日 計10件

平成29年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 平成29年９月12日 計13件

平成29年度 軽自動車税 全期分 平成29年９月12日 計150件
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　　代表者氏名　　黒川　博憲

　　指定年月日　　平成29年８月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第34号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　平成29年８月31日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

１ 　指定番号　　　第745号

　　氏名又は名称　有限会社信葉設備工業

　　住　　　　所　（新） 東京都町田市成瀬四丁目５番

７号

　　　　　　　　　（旧）東京都町田市成瀬4536番７

　　代表者氏名　　出利葉　康

　　変更年月日　　平成26年７月21日

２ 　指定番号　　　第665号

　　氏名又は名称　有限会社小糸設備

　　住　　　　所　（新） 神奈川県相模原市南区下溝

1039番地６

　　　　　　　　　（旧） 神奈川県相模原市南区栄町４

番23号

　　代表者氏名　　小糸　邦彦

　　変更年月日　　平成27年12月29日

３ 　指定番号　　　第136号

　　氏名又は名称　有限会社石川設備工業所

　　住　　　　所　川崎市宮前区野川2256番地

　　代表者氏名　　（新）石川　剛

　　　　　　　　　（旧）石川　千春

　　変更年月日　　平成27年５月20日

４ 　指定番号　　　第647号

　　氏名又は名称　ミサワホーム建設株式会社

　　住　　　　所　（新） 東京都杉並区高井戸東二丁目

４番５号

　　　　　　　　　（旧） 東京都調布市調布ケ丘三丁目

33番地２

　　　代表者氏名　髙橋　吉教

　　　変更年月日　平成29年７月１日

５ 　指定番号　　　第1359号

　　氏名又は名称　旭シンクロテック株式会社

　　住　　　　所　東京都港区港南二丁目13番34号

　　代表者氏名　　（新）加藤　満信

　　　　　　　　　（旧）𠮷田　周平

　　　変更年月日　平成29年６月27日

６ 　指定番号　　　第1104号

　　氏名又は名称　株式会社イースマイル

　　住　　　　所　（新） 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁

目７番３号イースマイルビル

　　　　　　　　　（旧） 大阪府大阪市浪速区敷津東三丁

目７番10号イースマイルビル

　　代表者氏名　　島村　礼孝

　　変更年月日　　平成29年４月17日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第66号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎総合スラッジセンター１系№２焼却設備用空気圧縮機整備その他工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 契約の日から平成29年12月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月13日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　川崎・幸区　水道施設等緊急修理工事（下期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 平成29年10月１日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。

　　カ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者。

　　キ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　ク 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置

できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月12日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　中原・高津・宮前区　水道施設等緊急修理工事（下期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 平成29年10月１日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。

　　カ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者。

　　キ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　ク 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置

できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月12日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度　多摩・麻生区　水道施設等緊急修理工事（下期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 平成29年10月１日から平成30年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。
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参 加 資 格

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

　　カ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者。

　　キ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」又は「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置

できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」又は「土木」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月12日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（川崎市川崎区宮本町１番地））

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 京町ポンプ場ほか建設機械その14工事

履行場所 川崎市川崎区京町２－23－１ほか

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。
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参 加 資 格

⑻ 　下水道施設において、消毒設備の注入ポンプ及び貯留タンクの製作・据付工事の元請としての

完工実績を平成14年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月20日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター改築機械その18工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期限 契約の日から平成30年12月14日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている者。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

⑻ 　水道施設又は下水道施設において、ポンプ設備（陸上ポンプ）の製作・据付工事の元請として

の完工実績を平成14年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事は除く。）。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月20日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第67号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月29日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度入江崎総合スラッジセンター保管焼却灰コンテナ保守・点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区浮島町511番地先

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「その他」に登載さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工水１号及び工水３号送水管流量計改良に伴う詳細設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から平成30年３月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されている者。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成29年９月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第68号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月29日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　正　典　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生水処理センター№１－１、２－４初沈汚泥かき寄せ機整備工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 契約の日から平成30年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成29年９月20日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成29年度汚泥圧送管空気弁等取替工事

履行場所 川崎市川崎区、中原区地内ほか

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

⑽ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発注

した工事で、平成14年４月１日以降に、水道施設における配水管布設替工事の元請としての完工

実績を有すること。なお、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であ

ること。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成29年９月19日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第66号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成29年８月21日

 川崎市交通事業管理者　　　

 交通局長　平　野　　誠　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　停留所案内板作成等業務委託（柿生線ダイヤ改正）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成29年９月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「その他」で登録

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成29年８月21日から平成29年８月28日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　　※ ３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成29年８月29日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　運輸係　新見

　　電話　044－200－3231

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。なお、契約金額は、入札書に記

載された金額に、消費税及び地方消費税相当額を加

算した金額です。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成29年９月５日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階
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　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第32号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）
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　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

川崎市病院局公告第33号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 多摩病院高速遮断器設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市立多摩病院（川崎市多摩区宿河原１－30－37）

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　「施設維持管理」

種目　「電気・機械設備保守点検」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 保 証 金 免除します。

契 約 保 証 金
契約保証金は契約金額の10パーセントとします。ただし、契約規程第34条各号に該当す

る場合は免除します。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する総合医療情報システム用デスクトップ端末の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録
業種　　「コンピュータ」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分　※案件１・案件２は合併入札

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する総合医療情報システム用ノートブック端末の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録
業種　　「コンピュータ」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。
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最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分　※案件１・案件２は合併入札

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用するレゼクトスコープセットの調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院で使用する超音波診断装置（検査科）の調達

履行場所 川崎市立井田病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月30日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院で使用する全自動輸血検査装置の調達

履行場所 川崎市立井田病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月30日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する全身麻酔器の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分
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（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する人工呼吸器（ＭＥセンター）の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する患者シミュレータ（SimManALS）の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する患者シミュレータ（レサシアンシミュレータＰＬＵＳ）の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用するモルセレーターシステムセットの調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分
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（案件11）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する手術用ドリルの調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件12）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する放射線治療システム関連機器アップグレードの調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 契約締結日から平成30年３月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　　「医療機器」

種目　　「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受け付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

（案件13）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院及び井田病院で使用する下半期給食用米穀の単価契約

履行場所 川崎市立川崎病院及び井田病院

契約期間 平成29年10月１日から平成30年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録
業種「食料品」　　種目「食料品」

地域区分 「市内」

競 争 参 加 の 申 込 平成29年８月25日から平成29年９月１日まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成29年９月８日　午前10時00分

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第10号

　　　入　札　公　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成29年９月11日

 川崎市病院事業管理者　堀　内　行　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。
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　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、縦

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定めた期間

に病院局契約担当窓口で受付けます。

　⑵ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定めた競争参加

資格のほか、次の全ての条件を満たす必要がありま

す。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件調達を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿（以下「名簿」といいます。）」に

登録のない者（別紙の案件に定められた業種に登録

のない者も含みます。）は、所定の様式をもって競

争参加の申込締切日までに財政局資産管理部契約課

で資格審査の申請を行ってください。

　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙の

案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別途

お知らせします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受付けます。

また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答書と

共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報のペー

ジにも掲載を行います。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時・場所等については、別紙の

案件ごとの定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とします。なお、代理

人が立会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

会いに関する権限の委任を受けた書面を事前に提出

しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、直ちに再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

５ 　契約の締結について

　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結

します。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院電話交換機の賃貸借契約

履行場所 川崎市立川崎病院

履行期限 平成29年11月１日から平成36年３月31日まで（長期継続契約）

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種　 　「リース」

等級各付：「Ａ」
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競争参加資格 そ の 他

次の条件を全て満たすこと。

１ 　この調達物品について、類似の契約実績があること。

２ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市の求めに応じて、速やかに提供

できること。

競 争 参 加 の

申 込 等
平成29年９月11日から平成29年９月25日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 平成29年10月24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 平成29年10月19日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定されていません。

入 札 保 証 金 免除とします。

契 約 保 証 金
契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎市病院局契約規程第34条各号に該当する場合は、

免除します。

Summary

１　Nature and quality of product to be purchased: 

　　Lease of the telephone switchboard 

２　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. October, 24, 2017

３　Time-limit for tender by mail:

　　October 19, 2017

４　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Contract Section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg 7F

　　1-8-9,Isago,Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0006 JAPAN

　　TEL 044-200-3857 (Direct-in)

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第13号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　平成29年８月25日

 川崎市消防長　田　中　経　康　　

訓

練

１

日 時
平成29年９月11日（月）

11時00分～ 11時15分

場 所
宮前区犬蔵１丁目10番２号

川崎市消防訓練センター

消防隊数 消消防隊７隊　救急隊２隊 計９隊

教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第12号

　川崎市学校給食センター条例施行規則をここに公布す

る。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市学校給食センター条例施行規則

（趣旨）

第１条 　この規則は、川崎市学校給食センター条例（平

成29年川崎市条例第22号）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。
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（実施学校）

第２条 　川崎市学校給食センター（以下「センター」と

いう。）が学校給食を実施する学校は、次のとお

りとする。

名称 学校名

川崎市南部学校給食センター

大師中学校、南大師中学校、

川中島中学校、桜本中学校、

臨港中学校、田島中学校、京

町中学校、渡田中学校、富士

見中学校、川崎中学校、川崎

高等学校附属中学校、南河原

中学校、御幸中学校、塚越中

学校、南加瀬中学校、橘中学

校、東高津中学校、宮崎中学

校、有馬中学校、宮前平中学

校、向丘中学校、菅生中学校

（事務分掌）

第３条　センターの事務分掌は、次のとおりとする。

　⑴ 　センターの衛生管理に関すること。

　⑵ 　施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶ 　学校給食の配送に関すること。

　⑷ 　給食物資の検収及び保管に関すること。

　⑸ 　調理業務に関すること。

　⑹ 　献立作成に関すること。

　⑺ 　食品衛生に関すること。

　⑻ 　食物アレルギーに係る相談等に関すること。

　⑼ 　実施学校の食育指導に関すること。

　⑽ 　その他センターの運営に関すること。

（職員）

第４条　センターに所長を置く。

２ 　センターに担当課長、課長補佐、指導主事、担当係

長及び主任を置くことができる。

（職務等）

第５条 　所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。

２ 　担当課長、課長補佐、指導主事及び担当係長は、上

司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があると

きは、これを指揮監督する。

３ 　主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

（職務の代理）

第６条 　所長、担当課長、課長補佐及び担当係長に事故

があるときは、本務の直近下位の職員がその職務

を代理する。

（委任）

第７条 　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

教育長が定める。

附　則

この規則は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会規則第13号

　川崎市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市個人情報保護条例施行規則の一部を

　　　改正する規則

　川崎市個人情報保護条例施行規則（昭和60年川崎市教

育委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。

　第５条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。

　⑶ 　川崎市学校給食センター条例施行規則（平成29年

川崎市教育委員会規則第12号）第４条に規定する所長

附　則

この規則は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会規則第14号

　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和46年川崎

市教育委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。

　第４条の表健康給食推進室の部に次の１号を加える。

　⑺ 　学校給食センターに関すること。

附　則

この規則は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会規則第15号

　川崎市教育機関事務分掌規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育機関事務分掌規則の一部を改正

　　　する規則

　川崎市教育機関事務分掌規則（平成３年川崎市教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「川崎市総合教育センター」の次に「、川崎

市学校給食センター」を加える。



川 崎 市 公 報 （第1,730号）平成29年(2017年)９月11日

－2621－

　第４条の表図書館の項第７号中「図書館協議会」を

「川崎市社会教育委員会議図書館専門部会」に改め、同

表日本民家園の項第７号中「日本民家園協議会」を「川

崎市社会教育委員会議日本民家園専門部会」に改め、同

表青少年科学館の項第８号中「青少年科学館協議会」を

「川崎市社会教育委員会議青少年科学館専門部会」に改

める。

附　則

この規則は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会規則第16号

　川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める

　　　規則の一部を改正する規則

　川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める規則（平

成28年川崎市教育委員会規則第10号）の一部を次のよう

に改正する。

　別表川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市

条例第29号。以下「条例」という。）別表第１行政職給

料表⑴の適用を受ける職員の職務の部部長級の項中「所

長」の次に「（学校給食センターを除く。）」を加え、同

部課長級の項中

「

課長若しくは担当課長、課に相当

する室の長、館長、園長又は分館

長

　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

課長若しくは担当課長、課に相当

する室の長、所長（学校給食セン

ターに限る。）、館長又は園長

　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め、同部係長級の項中「担当係長」の次に「、分館

長」を加える。

附　則

この規則は、平成29年８月29日から施行する。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第25号

　川崎市教育委員会定例会の議事事項を次のとおり追加

します。

　　平成29年８月18日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１．日　時　　平成29年８月22日（火）14：00から

２．場　所　　教育文化会館　第６会議室

３．追加する議事事項

　　議案第39号　人事について

　　議案第40号　人事について

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第26号

　川崎市教育委員会臨時会を次のとおり招集します。

　　平成29年８月18日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　日　時　　平成29年８月27日（日）10：00から

２ 　場　所　　総合教育センター　第１研修室

３ 　議　事

　　議案第41号　　 平成30年度使用小学校教科用図書

（道徳）の採択について

　　議案第42号　　 平成30年度使用小学校教科用図書

（道徳を除く）の採択について

　　議案第43号　　 平成30年度使用中学校教科用図書の

採択について

　　議案第44号　　 平成30年度使用川崎高等学校附属中

学校教科用図書の採択について

　　議案第45号　　 平成30年度使用高等学校教科用図書

の採択について

　　議案第46号　　 平成30年度使用特別支援学校教科用

図書の採択について（学校教育法第

34条第１項検定済教科書）

　　議案第47号　　 平成30年度使用特別支援学校小中学

部及び小中学校特別支援学級教科用

図書の採択について（学校教育法第

34条第１項文部科学省著作教科書）

　　議案第48号　　 平成30年度使用特別支援学校小中学

部及び小中学校特別支援学級教科用

図書の採択について（学校教育法附

則第９条教科用図書）

　　議案第49号　　 平成30年度使用特別支援学校高等部

教科用図書の採択について（学校教

育法附則第９条教科用図書）

教 育 委 員 会 公 告

川崎市教育委員会公告第４号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　平成29年８月31日
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 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　指定管理者を募集する施設の名称及び所在地

　⑴ 　川崎市立日本民家園（川崎市多摩区枡形７丁目１

番１号）

　⑵ 　川崎市青少年科学館（川崎市多摩区枡形７丁目１

番２号）

　　※ 当該指定管理業務は、上記施設のほか、川崎市が

所管する次の施設についても、横断的に管理する

ものであることに留意してください。

　　・ 生田緑地（管理対象面積：約54.2ｈａ）（川崎市

多摩区枡形６丁目・７丁目、東生田２丁目・３丁

目・４丁目、東三田３丁目及び長尾２丁目並びに

宮前区初山１丁目）

　　主な公園施設

　　・ 生田緑地東口ビジターセンター

　　・ 生田緑地西口サテライト

　　・ 生田緑地整備事務所

　　・ 生田緑地駐車場（東口駐車場・西口駐車場・大型

バス駐車場）

　　・枡形山展望台

　　・ 川崎市岡本太郎美術館（川崎市多摩区枡形７丁目

１番５号）

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市立日本民家園条例、川崎市立日本民家園使用

規則、川崎市青少年科学館条例及び川崎市青少年科学

館使用規則に定めるもののほか、詳細については生田

緑地並びに川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家

園及び川崎市青少年科学館指定管理業務仕様書に定め

ます。

３ 　指定管理者の指定の予定期間

　 　平成30年４月１日から平成35年３月31日まで（５年

間）

４ 　申請方法

　⑴ 　申請に必要な書類

　　ア 　指定申請書（様式１）

　　　※ グループによる申請の場合は、次の書類も提出

してください。

　　　（ア ）グループ（共同事業体・ＳＰＣ等）構成団

体届出書（様式２－１）

　　　（イ ）指定管理者指定グループ申請委任状（様式

２－２）

　　イ 　団体の概要（様式３）

　　　※ グループによる申請の場合は、下記書類を代表

団体のみならず各構成団体も提出してください。

　　　（ア ）定款又は寄付行為及び登記事項証明書（法

人以外の団体にあっては、これらに相当する

書類）

　　　（イ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）

の事業実績書及び収支計算書

　　　（ウ ）平成27年度及び平成28年度の事業計画書及

び収支計算書

　　　（エ ）過去２年間（平成26年度及び平成27年度）

の財産目録、賃借対照表及び損益計算書、収

支計算書又は活動計算書

　　　（オ ）役員名簿及び履歴書

　　　（カ ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　　（キ ）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　　（ク ）申請書提出時の常勤役員数、従業員数、非

常勤従業員数（パートタイマー、アルバイト）

等の人員表（法人以外の団体にあっては、こ

れらに相当する人員表）

　　　（ケ ）法人にあっては、過去２年間（平成26年度

及び平成27年度）の法人税、法人市民税、消

費税及び地方消費税等の納税証明書

　　　　※ 申請の日が属する事業年度に設立された法人

等にあっては不要。

　　ウ 　宣誓書（様式４－１）

　　エ 　指定管理者制度における暴力団排除に関する合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式４

－２）

　　　 　暴力団排除措置の対象者に該当するか否かにつ

いて、本市が神奈川県警に調査を依頼することを

同意する書面

　　オ 　コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

（様式５）

　　カ　事業計画書（様式６）

　　　 　指定予定期間中の施設の管理運営に係る事業提

案書

　　キ 　収支予算書、経費見積書及び利用料金収入見積

書（様式７）

　　ク　事業計画書の概要

　　　※ 様式任意。Ａ３横で３枚以内（表面のみ）

　⑵ 　仕様書等の配布及び申請書類等の提出

　　ア 　配布期間

　　　 　平成29年８月31日（木）から市の管理するホー

ムページにて配布します。

　　イ 　現地説明会について

　　　 　原則、説明会は開催しませんが、希望する場合

は、川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

にご連絡ください。

　　ウ 　申請書類受付期間、提出場所、方法

　　　（ア）受付期間

　　　　　 　平成29年９月21日（木）から９月27日（水）

まで（土・日を除く５日間）

　　　　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午
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から午後１時までは除く。）

　　　（イ）提出場所

　　　　　 　川崎市多摩区枡形６－26－１

　　　　　　生田緑地整備事務所

　　　（ウ）提出方法

　　　　　 　持参

　　　　　※ 郵送、ファックス、電子メール等による受

付は行いません。

　⑶ 　問合せ先

　　　川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

　　　電話：044－934－8577

　　　電子メール：53ikuta@city.kawasaki.jp

　　　問合せは、電子メールでお願いします。

教 育 委 員 会 訓 令

川崎市教育委員会訓令第８号

　川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程の一部を改正

する訓令をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程の

　　　一部を改正する訓令

　川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程（昭和50年川

崎市教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正す

る。

別表中

「

総合教育センター 室長

 」

を

「

総合教育センター 室長

学校給食センター 所長

 」

に改める。

附　則

この訓令は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会訓令第９号

　川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一

部を改正する訓令をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する

　　　規程の一部を改正する訓令

　川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（昭

和42年川崎市教育委員会訓令第２号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１中

「

総合教育

センター

総合教育

センター

に勤務す

る職員

38時間

45分

８：30

～

17：15

12：00

～

13：00

日曜日

及び

土曜日

 」

を

「

総合教育

センター

総合教育

センター

に勤務す

る職員

38時間

45分

８：30

～

17：15

12：00

～

13：00

日曜日

及び

土曜日

学校給食

センター

学校給食

センター

に勤務す

る一般事

務職であ

る職員

38時間

45分

８：30

～

17：15

12：00

～

13：00

日曜日

及び

土曜日

学校給食

センター

に勤務す

る職員

（一般事

務職であ

る職員を

除く。）

38時間

45分

（所長）

１

７：45

～

16：30

２

８：30

～

17：15

勤務時

間の途

中にお

いて１

時間

日曜日

及び

土曜日

 」

に改める。

　別表第２中

「

２ 　修学旅行に

おいて生徒を

引率して行う

指導業務に

従事する場合

は、当該業務

に係る勤務日

を含む４週間

を通じ１週間

につき38時間

45分とする。

（校長）

３時間30

分から12

時間まで

の範囲内

２ 　勤務時間

が６時間を

超える場合

は勤務時間

の途中にお

い て45分、

８時間を超

える場合は

勤務時間の

途中におい

て１時間と

する。

２ 　４週間

を通じ８

日以上

 」

を
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「

２ 　修学旅行に

おいて生徒を

引率して行う

指導業務に

従事する場合

は、当該業務

に係る勤務日

を含む４週間

を通じ１週間

につき38時間

45分とする。

（校長）

２ 　３時

間30分

か ら12

時間ま

での範

囲内

２ 　勤務時間

が６時間を

超える場合

は勤務時間

の途中にお

い て45分、

８時間を超

える場合は

勤務時間の

途中におい

て１時間と

する。

２ 　４週間

を通じ８

日以上

 」

に改める。

附　則

この訓令は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会訓令第10号

　川崎市教育委員会職員研修規程の一部を改正する訓令

をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会職員研修規程の一部を改正

　　　する訓令

　川崎市教育委員会職員研修規程（平成21年川崎市教育

委員会訓令第５号）の一部を次のように改正する。

　第５条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。

　⑶ 　川崎市学校給食センター条例施行規則（平成29年川

崎市教育委員会規則第12号）第４条に規定する所長

附　則

この訓令は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会訓令第11号

　川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する規程の一

部を改正する訓令をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する

　　　規程の一部を改正する訓令

　川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する規程（平

成18年川崎市教育委員会訓令第４号）の一部を次のよう

に改正する。

　第１条第２号中「教育機関に勤務する職員」の次に

「（学校給食センターに勤務する学校栄養職である職員

を除く。）」を加える。

附　則

この訓令は、平成29年８月29日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市教育委員会訓令第12号

　川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程の一部を

改正する訓令をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程

　　　の一部を改正する訓令

　川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程（平成18

年川崎市教育委員会訓令第５号）の一部を次のように改

正する。

第５条の表中

「

校長、副校長及び教頭

以外の教職員

副校長又は教頭 校長

健康給食推進室の学校

栄養職員

担当係長又は

指導主事

担当課長

 」

を

「

校長、副校長及び教頭

以外の教職員（健康給

食推進室及び学校給食

センターの学校栄養職

員を除く。）

副校長又は教頭 校長

健康給食推進室及び学

校給食センターの学校

栄養職員

担当係長又は

指導主事

担当課長又は

所長

 」

に改める。

　第10号様式の１及び第10号様式の２を次のように改め

る。
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第10号様式の１（学校栄養職員用）

第１０号様式の１（学校栄養職員用） 

給

食

管

理

（追加・変更）

食

に

関

す

る

指

導

（追加・変更）

今 年 度 の 具 体 的 な 目 標 ・
目 標達成のための 具体的な手立て

自 己 観 察 記 録 助 言 指 導 記 録

担当職務

助言指導者　職名・氏名

月 歳）

ふりがな

職名氏　名

年

学校名
・

所属名
日生（

年 月 日

（表）

自 己 観 察 書

目標設定基準日 年 月 日 評価基準日

 

 

 

 



（第1,730号）平成29年(2017年)９月11日 川 崎 市 公 報

－2626－

 

 

（裏）

意見等があれば記入してください。

特

記

事

項

運

営

（追加・変更）

今年度の自己研さんや研修について 自己研さんや研修の成果等について

自

己

研

さ

ん

・

研

修

今 年 度 の 具 体 的 な 目 標 ・
目 標達成のための 具体的な手立て

自 己 観 察 記 録 助 言 指 導 記 録

 

 

 

 



川 崎 市 公 報 （第1,730号）平成29年(2017年)９月11日

－2627－

第10号様式の２（学校栄養職員用）

第１０号様式の２（学校栄養職員用） 

困難度

共
 
 
 
通

意
 
 
 
欲

 姿勢、積極性

 正確性・迅速性、効
 率性

Ａ Ｂ Ｃ

 責任感、連携・協力

運
営

Ａ Ｂ Ｃ

能

力

 知識・技術・技能、
 情報収集・活用力、
 企画・計画力、判断
 力、説明・調整力

Ａ Ｂ Ｃ

実

績

 業務実績、業務改善、

Ａ Ｂ Ｃ

実

績

 業務実績、業務改善

食
に
関
す
る
指
導

能

力

 知識・技術・技能、
 情報収集・活用力、
 企画・計画力、判断
 力、説明・調整力

実

績

 業務実績、業務改善

Ａ Ｂ Ｃ

評価項目別 職務分類別

Ａ Ｂ Ｃ

能

力

 知識・技術・技能、

給
食
管
理

 情報収集・活用力、
 企画・計画力、判断
 力、説明・調整力

Ａ Ｂ Ｃ

職
務
分
類

評
価
項
目

観察指導者の評価 特　　　記　　　事　　　項

着   眼   点 自己評価
助言指導
者の評価

（「Ｓ」又は「Ｄ」を付けた場合には
その理由を、「Ｃ」を付けた場合には
指導・助言内容等を記載）

 職名・氏名

 助言指導者　職名・氏名  観察指導者　職名・氏名

 学校名・所属名

年 月 日

観 察 指 導 記 録

評価基準日
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　第11号様式の１及び第11号様式の２を削り、第12号様

式の１を第11号様式の１とし、第12号様式の２を第11号

様式の２とする。

附　則

（施行期日）

１ 　この訓令は、平成29年８月29日から施行する。

（経過措置）

２ 　この訓令による改正前の訓令の規定により調製した

帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要

な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することが

できる。

教 育 長 訓 令

川崎市教育委員会教育長訓令第４号

 事務局各課　　

 各教育機関　　

　川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程の一部を改正

する訓令をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

　　　川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程の

　　　一部を改正する訓令

　川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程（平成15年川

崎市教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように

改正する。

　第４条中「川崎市総合教育センター処務規則（昭和61

年川崎市教育委員会規則第10号）」の次に「、川崎市学

校給食センター条例施行規則（平成29年川崎市教育委員

会規則第12号）」を加える。

附　則

　この訓令は、平成29年８月29日から施行する。

人 事 委 員 会 規 則

　川崎市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　平成29年８月28日

 川崎市人事委員会　　　　　

 委員長　秦　野　純　一　　

川崎市人事委員会規則第13号

　　　川崎市職員の管理職手当に関する規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市職員の管理職手当に関する規則（平成15年川崎

市人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

課長（庶務課長及び企画課長を除く。）

総合教育センターの室長

 」

を

「

課長（庶務課長及び企画課長を除く。）

学校給食センター所長

総合教育センターの室長

 」

に改める。

附　則

この規則は、平成29年８月29日から施行する。

中 原 区 告 示

川崎市中原区告示第１号

　次の自動車臨時運行許可番号標は、番号標を紛失して

いることを発見したため、平成29年８月17日以降無効と

する。

　　平成29年８月24日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

　　川崎　３ 　－　36　　　　川崎　３ 　－　72

　　川崎　３ 　－　44　　　　川崎　３ 　－　78

　　川崎　３ 　－　53　　　　川崎　３ 　－　79

　　川崎　３ 　－　55　　　　川崎　３ 　－　85

　　川崎　３ 　－　57　　　　川崎　６ 　－　89

　　川崎　３ 　－　60　　　　川崎　９ 　－　45

　　川崎　３ 　－　64　　　　川崎　９ 　－　50

　　川崎　３ 　－　65　　　　川崎　９ 　－　58

　　川崎　３ 　－　67

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第89号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　
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年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

28年度

国民健康

保険料
第２期

平成29年８月29日

（第２期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第３期

平成29年８月29日

（第３期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第４期

平成29年８月29日

（第４期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第５期

平成29年８月29日

（第５期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第６期

平成29年８月29日

（第６期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第７期

平成29年８月29日

（第７期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第８期

平成29年８月29日

（第８期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第９期

平成29年８月29日

（第９期分）
計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第10期

平成29年８月29日

（第10期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
過年６月

平成29年８月29日

（過年６月分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期分）
計16件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期

平成29年８月29日

（第２期分）
計90件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第90号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期分）
計17件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第91号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

介護

保険料
第４期

平成29年８月29日

（第４期分）
計23件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第92号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期分）
計４件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第93号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　
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年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期）
計42件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期

平成29年８月29日

（第２期）
計42件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第42号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期分）
計11件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期

平成29年８月29日

（第２期分）
計32件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第43号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

介護

保険料
第４期

平成29年８月29日

（第４期分）
計19件

別紙省略

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第34号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期分）
計28件

 別紙省略

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第37号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期分

平成29年８月29日

（第１期分）
計51件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期分

平成29年８月29日

（第２期分）
計46件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第38号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
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不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

29年度

介護

保険料
第４期分

平成29年８月29日

（第４期分）
計21件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第39号

　差押通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月31日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第42号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 期　別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

28年度

国民健康

保険料
第９期 平成29年８月29日 計１件

平成

28年度

国民健康

保険料
第10期 平成29年８月29日 計３件

平成

29年度

国民健康

保険料
過年４月 平成29年８月29日 計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
過年５月 平成29年８月29日 計２件

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期 平成29年８月29日 計29件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期 平成29年８月29日 計29件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第43号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

介護

保険料
第３期 平成29年８月29日 計13件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第44号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律第112条で準用する地方

税法第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

後期高齢者

医療保険料
６月 平成29年８月29日 計１件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第41号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記
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載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第

78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月16日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手しうる日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
計１件

 別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第42号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

29年度

介護

保険料
第４期 平成29年８月31日 計９件

 別紙省略

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第43号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達したところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月25日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・

備考

平成

29年度

国民健康

保険料

平成29年

７月期

平成29年９月５日

（平成29年７月期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年９月５日

（第１期分）
計20件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期

平成29年９月５日

（第２月期分）
計77件

 別紙省略

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第43号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

年　度 科　目 期　別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
過年５月

平成29年８月29日

（過年５月分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
過年７月

平成29年８月29日

（過年７月分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第１期

平成29年８月29日

（第１期分）
計24件

平成

29年度

国民健康

保険料
第２期

平成29年８月29日

（第２期分）
計58件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第44号

　次の配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、国民健康保険法

（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成29年８月18日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

別紙省略
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川崎市麻生区公告第45号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成29年８月31日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての採決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

 別紙省略

辞 令

平成29年８月29日付人事異動

（教育委員会事務局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（課長級）

南部学校給食センター所長 阿　部　信　一 健康給食推進室担当課長
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